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はじめに 

「すべての人間は、生まれながらにして自由であ

り、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と明

記された「世界人権宣言」が国際連合総会で採択さ

れて既に７０年以上が経過した現在、人権の尊重が

平和の基礎であるということが世界の共通認識に

なっています。 

本市では、すべての行政分野において、人権問題に対応するための総合的な施

策の基本方向を示し、人権が尊重されるまちの実現にむけ、平成２３年に「岩出

市人権施策基本方針」を策定しました。５年後の平成２８年に改定を行い、基本

方針に基づき人権施策の総合的・効果的な推進に努めてきました。 

 しかしながら、依然として子どもや女性、高齢者等に対する人権侵害や虐待な

ど、より対応の強化が求められる課題のほか、近年、ＳＮＳなどインターネット

上の人権侵害の多様化、性的少数者の人権、さらに新型コロナウイルス感染症に

関連した様々な人権課題が顕在化しており、今後も解決に向け、人権教育啓発の

より積極的な取組とともに、人権尊重の視点で施策の推進に努めることが求め

られています。 

 この度、本市では、このような課題や新たな法令施行などを踏まえ、基本方針

の改定を行いました。今後はこの基本方針に基づき、行政が中心的役割を担いつ

つ、市民との協働によって、すべての人の人権が尊重され、誰もが自分らしく、

生き生きと暮らしていける幸せを享受できる社会の実現をめざして、さまざま

な分野における人権施策を総合的に推進してまいります。 

 結びに、今回の基本方針の改定にあたり、熱心なご審議を賜りました岩出市

人権推進懇話会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をお寄せいただきました、

市民の皆様に厚くお礼申し上げますとともに、本方針の実現に向けて皆様方の

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 令和３年３月 

岩出市長 中 芝 正 幸 
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